
２０２５年度 鳥取県Ｕ１2 バスケットボールリーグ開催要項 

 

１ 目  的  日本バスケットボールの将来を担うユース（Ｕ１２）年代において、「レベルの拮抗

した長期的なリーグ」を通して、バスケットボール技術の向上と健全な心身の育成を

図り、チーム及び選手に広くバスケットボール実践の機会を提供することを目的とす

る。 

 

２ 主  催  （一社）鳥取県バスケットボール協会 

 

３ 主  管  （一社）鳥取県バスケットボール協会Ｕ１２部会 

 

４ 会  期   前期：２０２５年５月～７月   後期：２０２５年９月～１１月 

 

５ 会  場   鳥取県内各地（県内公共施設体育館、または、参加チームのホームアリーナとする） 

 

６ 参加資格  （１）２０２５年度に公益財団法人日本バスケットボール協会登録したチームおよび

競技者であること。 

（２）２０２５年４月１日時点で１２歳未満の者とする。 

（３）ベンチで指揮を執るものは、ＪＢＡ公認Ｅ級コーチ以上の資格を保有している

こと。 

（４）帯同審判としてＪＢＡ公認審判員が１名以上帯同すること。 

（５）１チームでＪＢＡ登録しているチームを複数に分けての参加も認める。 

（６）複数チームの参加の場合は選手 8 名以上で申し込む事。 

（７）新規登録選手は（一社）鳥取県バスケットボール協会への登録が完了していれ

ば参加できる。 

（８）システムでの選手申し込みは、人数制限を設けない。 

     

７ リーグ構成 （１）前期は、各地区新人大会の結果をもとに県リーグ・各地区リーグに振り分ける。 

大会形式   後期は、各地区スプリングカップ予選の結果をもとに県リーグ・各地区リーグに

振り分ける。 

（２）県リーグは、下記の６チームによる１回戦総当たりのリーグ戦を行う。 

前期：東部２・中部２・西部２（各地区新人戦の上位チーム） 

後期：東部２・中部２・西部２（各地区スプリングの上位チーム） 

（３）各地区リーグにおいては、参加チーム数等など各地区の実情に応じてブロック

数を決定し、総当たりのリーグ戦を行う。 

（４）県リーグ、各地区リーグはブロック単位で順位を決定する。 

 

８ 参加申込   JBA 会員登録管理システムによる大会管理システムにより、申し込むこと。 

（前期）２０２５年４月２０日（日）１７：００まで  

（後期）２０２５年８月１０日（日）１７：００まで  

「日程調整・体育館調査」を県・地区リーグ担当者に提出すること。 

（各地区リーグの開催方法に応じて提出すること） 

 

９ 参 加 料  １チームにつき、前期 2,000 円、後期 2,000 円とする。  

 

 



１０ 出場制限   各試合の出場人数は、コーチ・アシスタントコーチ１～２名・ 

マネージャー１名・選手１５名の合計１９名以内とする。 

各試合でエントリー表（メンバー表）を TOへ提出する事。 

１１ 競技規則  （１）（公財）日本バスケットボール協会 2025バスケットボール競技規則（ミニ

バスケットボールにおける適用規則の相違点）に準ずるものとし、下記規

則を設ける。  

① ３ポイント制を導入し、バスケットの中心までの距離は 6.75Mとする。  

            ② ユニフォームは濃淡２種類あればビブスでも可とする。 

（２）マンツーマンディフェンスの基準規則（最新）に則る。 

             

１２ 競技方法  （１）同点の場合は、引き分けとする。              

（２）リーグ戦順位決定については、下記のとおりとする。 

①勝率により、決定する。 

②２チームが同じ勝率の場合は、当該チーム間の勝者を上位とする。 

③３チーム以上が同じ勝率の場合は、当該チーム間の得失点差により順位を

決定する。 

④上記②・③で順位が決定しない場合は、全試合の得失点差により順位を決

定する。 

※得失点差は、得点から失点を引いて算出し、大のチームを上位とする。 

（３） 新規登録選手は（一社）鳥取県バスケットボール協会への登録が完了してい

れば出場できる。 

（４） 不測の事態が起こった場合は、リーグ戦主管で協議し決定する。 

 

１３ 表   彰  表彰は行わない。 

 

１４ そ の 他 （１）各試合の登録選手は、個人登録証を各試合会場に持参すること。 

（２）参加するチームは、日程調整、会場確保、会場準備・片付け、会計事務、結果

報告、安全管理等の試合運営業務に務めること。 

（３）会場使用については、使用規定に従うこと。 

（４）試合を放棄する場合、放棄した試合は、２０－０のスコアで処理する。 

（５）（前期）新人大会各地区上位チーム、（後期）各地区スプリングカップ予選は 

県リーグへの権利を得ることとなるが、必ずしも義務とはせず権利辞退の場

合は、順次繰り上げとする。 

         （６）大会期間中の災害や病気、怪我等については保険等に加入するなど各チーム 

            で対策を講じておくこと。 

 

１５ 役割分担  次の責任者を各会場１名配置すること 

運営責任者・審判責任者・ＴＯ責任者・ＭＣ責任者・会場責任者 

 

１６ 問い合わせ （一社）鳥取県バスケットボール協会Ｕ１２部会  リーグ戦担当 谷口俊一 

Ｔ Ｅ Ｌ：０８０－３８７１－３２５８  

 Mail: mpjmsunichiajm-a@softbank.ne.jp 

以上 

mailto:mpjmsunichiajm-a@softbank.ne.jp

